
現在の取扱店：日本銀行鹿屋代理店
（鹿児島銀行寿支店内）

取扱店変更日：令和６年７月１８日 （木）
新たな取扱店：日本銀行鹿児島支店（有価証券のみ）

（鹿児島市上之園町５－１５）

営業時間：午前９時から午後３時まで

※取扱店変更日以降は、日本銀行鹿屋代理店（鹿児島銀行寿支店）において供

託有価証券納付手続を行うことはできません。

※日本銀行の取扱店変更日前後の数日間は、供託有価証券の払出しができま

せん。詳細は、下記法務局へお問合せください。

鹿児島地方法務局鹿屋支局において供託有価証券取引

のみ、供託物の納付先（取扱店）が、次のとおり変更となり

ます。

なお、供託金及び振替国債については、今までどおり

日本銀行鹿屋代理店で行いますので御注意ください。

鹿児島地方法務局鹿屋支局

✓ 供託有価証券の取引については、鹿児島地方法務局鹿屋支局で

申請を行った後、有価証券を日本銀行鹿児島支店に行かずに郵送す

ることができます。

ご不明な点は、お問い合わせください。
〒８９２-８５１１ 鹿児島市山下町１３番１０号鹿児島第三地方合同庁舎

鹿児島地方法務局供託課 電話：０９９-２１９-２１０６

〒８９４-００６４ 鹿屋市西原４丁目５番１号鹿屋合同庁舎

鹿児島地方法務局鹿屋支局 電話：０９９４-４３-６７９０


